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倫理法違反は懲戒処分の対象です。
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日常的に使用している自動車等を利用する場合
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確定申告期における綱紀の厳正な保持
確定申告期は、税務職員が国民から、特に注目される時期です。

税務行政に対する信頼を損なうことのないよう、特に次の点に留意し、綱紀の厳正な

保持に努めましょう！
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【適正申告】
職員自身が申告をする場合には、適

正な申告や納税を怠ることのないよう

注意してください。

不正還付申告や収入があるにもかか

わらず申告しないなど、税務職員とし

てあるまじき行為は、厳しい懲戒処分

等の対象となります。
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意しましょう。
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【適正飲酒〕
本事務年度において、過度の飲酒に起因した非行事件が相次いで発生していま

す。近年、公務員の非行事件は実名で報道されることが多く、一たび非行事件が

報道されると、職員本人のみならず、大切な家族の平穏な生活・将来にも影響を

及ぼします。また、国税組織ひいては公務員全体の信用が大きく|男つけられる

こととなります。

確定申告期は、知らず知らずのうちに疲れがたまり、少呈の飲酒でも急に酔い

が回ることもあります。

飲酒の際には、職員相互で適正飲酒に配意し、万一、めいていしている職員が

いる場合には、自宅に送り届けるなど、適切な対応を取りましょう。
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三季休暇中は、連続休暇による気の緩みなどで、交通事故･違反が発生

しやすい時期です。

自動車、バイク及び自転車を運転する場合には、適度な休憩とゆとりあ

る計画で安全運転を心掛け、交通事故・違反の防止に努めましょう。

なお､j交通事故が起きてしまった場合には、適切な事後措置をとった上

で、上司へ速やかに報告をしましょう。
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【事例1】 トンネル内が下り坂になっており、気が付くとかなりのスピードが出ていました。

トンネルを出た後、白バイ臺察に検挙され、スピード違反で高額の罰金を支払う

ことに． ・ ・ ・

親戚の集まりで酒を勧められ､－□だけなら－．と飲酒。酔っていないと勝手に判

断し、自動車で帰宅したところ、酒気帯び運転で検挙されました・ ・ ・ ・

久しぶりに会う友人との飲み会で、ﾙ ﾄついつい飲みすぎてしまいました。気がつく＃

と、薑察に保護されており、翌日の早朝､夏季休暇中だった上司に身元を引き受
けてもらうことに・ .i ・ ○

【事例2】

【事例3】
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八鰯〃《識遥ｧ縄とぎ巖知で蔵か霧
1

○爵転恵保険への加入義務化とは？

自転車保険への加入義務化とは、各自治体が定めた「自転車の安全で適正な利用の促

進に関する条例」の中にある取組項目の一つで、条例によって自転車に乗る人に保険へ

の加入を義務付ける（自治体によっては努力義務）ものです。

自転車保険への加入義務化が進んだきっかけは、平成20年に神戸市で発生した、当時

小学5年生の子供が自転車で女性に衝突し、女性を意識不明の菫体（頭蓋骨骨折等）に

させてしまった事故です。この事故に関して、神戸地裁は、子供の保護者に対して約

9,500万円の賠|賞金の支払いを命じました。

この事故を重く受け止めた兵庫県は、平成27年に国内で初めて、自転車保険への加入

を義務付ける条例を制定し、以降、大都市圏を中心に自転車保険への加入義務化の動き

が広がっています。
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個人賠償壹任保険が契約鶴(付帯) ‘されて
いるものをいい､個人又は同居の家族が､ ? '
日常生活で誤って他人にケガをさせたり､

他人の物を壊したりして、法律上の損害賠

|賞責任を負担した場合の損害を補|賞する保
険等をいいます。

※各人で保険会社等へ確認するなどして、自身の
加入状況をチェックしてください

q .

, : . ： : ､

都･県"加入義務: ﾕ加入 (努力)義務者 条例の施行月

､東京都 ;，都内で自転車を利用する者 ： 令和2年4月

神奈ll l県 ” i 平成31年4に

都内で自転車を利用する者

： ． 平成31年4月

あり 令和2年10月

′ 平成30年4月

県内で自申踵を利用する者 令和元年10月

平成29年4月
と

努力義務 令和元年6月

平成26年12月

栃木県交通安全対策協議会が自転車|呆I勇ヘの加入を惟奨

あり

県内で自申踵を利用する者

努力義務
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条例の取扱いに!ついてばく必壺
： 錘藝･篭鎮撫鍬 * 』 M * 報嬢室:蚕 ： ： :: ､ ! ; 、

蕃天で首冶俄加向等を確認じて
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：●冨転車安愈刺鰐五則 (H19.7.10中央交通安全対策会議交通対策本部決定より

自転車は、車道が原則、歩道は例外

車道は左側を通行 ”

歩道は歩行者|昼先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る

・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止

・夜間はライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

子どもはヘルメットを言用
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考査課'l胄報
令和2年9月

第137号

飲酒/ご起因した事倖夢救の未然防止Ⅳ鴬

塗 の徹底/ごついて

事

…

これまで非行の未然防止に向け、様々な注意喚起をしているところですが、 !;依然として飲酒に
..二二 』 .

ものであり､警察沙起因した事件事故が発生しており、その多くが深酒や長時間飲酒に起因する

汰(逮捕等)になった事件等も発生しています6Ⅷ ： :蚕; ､ : : :且:ﾙ!‘＃鮴|ﾙ !；が ＃ l:

飲酒に起因した事件事故が発生した場合、事件等を起こした本人が懲戒処分等の対象にな{}＃ルリ

ることはもちろん､酩酊している職員に対して､適切な対応をとっていなかった場合には､一緒に‘ ’1

飲酒していた者（同伴者）も責任を問われる可能性がありますので､改めて適正飲;
酒5つのマナ芸の徹底を心がけてください。

,

I
三 矛

○過去の事例”"““: I: ¥ ､ : : <,'
“ “ ：

墓:長時間飲酒をい#泥酔した挙句《 店とトラブル、 警察に通報され身柄保護

Iこ抱きつき、現行犯逮捕． ;自|#身め適量を超えた飲酒をした結果《i電車内で女性に抱きつき、

･終電まで飲み会を続け《:電車てゞ寝過ごす。駅員に起こされたごとに怒り〈暴力をふるう

記憶を無<す■ぽと“酒を行い､他人鋤住居鋤器物等を損窮■ ■ @ ℃"蓬■■杢〆い｡､ :藍蕊池=;

･長時間飲酒をした結果､カバンや共済組合員証が入った財布を紛失:衰萎:貢 "

･同僚らとの長時間飲酒の結果、翌日に無断欠勤、上司等が本人の安否確認をする

ために多大な事務量を 笠下

いずれの事件事故も ｢適正飲酒5つのマナー｣を守らなかった

ために生じたものです。

｢自分は大丈夫！ 」と考 えているそこのあなた！

あなたが一番危ないかもしれません。

分の適量も変わります。絶対に他人事とは

｣と考えましょう｡

その日の体調によって自

思わず、 「明日は我が身

ｴﾜゴ唖詫も謀 …群■出唖…尋瓦畢ごH騨哩承

○「適正飲酒5つ

1 お互いに注意回

のマナー｣の徹底～みんなを守る合言葉～

奥起し、適量飲酒にとどめよう。

他人への飲酒の強要はやめよう。

会合の時間は、2～3時間以内としよう。

メンバー全員がその日のうちに帰宅て･きる時刻までに解散しよう。

2次･会は自粛しよう。

２
３
４
５

塾．

~蟻

蕊 言目簔壷ﾆﾆ可:韓F蕊簔蕊燕f議弱簿騨綴鰯榊『榊溌蝿 、…f惣澤掛雰…､鉾冒5鍔壱二群二津ﾆﾆ承無5二労苧蝉澤二5二饅 ；二増5 と端 ﾆ 必

l ノ､ 、し一

大分狽

中分類

保存年限等

共通（法令・通達）

情報通信類

暦2023年12月末



考査課'l胄報
令和2年9月

第137号

鯵〃･の未然防止"＊

の徹底/ごついて

散酒/ご起因L左事斧事戎の未然防止

これまで非行の未然防止に向け、様々な注意喚起をしているところですが､依然として飲酒に
目 蚤 ､

起因した事件事故が発生しており､その多くが深酒や長時間飲酒に起因するものであり、警察沙

汰(逮捕等)になった事件等も発生しています。 " ; 、
':: ！ ”

劃:飲酒に起因した事件事故が1:発生した場舎、"事件等を超こ;した本人が懲戒処分等の対象にな

ち■さ2Iふち応慰l針[そ』"M21封，L七適切鮒厳ifっていなか壱た場合には､一緒に

酒5つのマナ言の徹底を心がけてください。

○過去の事例了

: ::長時間飲酒をし､泥酔した挙句、飲食店とトラブル、警察に通報され身柄保護
Ⅷパ::ご<ゞ “ 、 “、 ， 、 ”､:昔霊 ： ” 、 “

# :＃:自身の適量を超えた飲酒をした結果電車内で女性に抱きつき、現行犯逮捕

･終電まで飲み会を続け、 電車て、寝過ごす｡駅員に起こされたことに怒り<§暴力をふるう

記憶を無くすほどの飲酒を行い､他人の住居の器物等を損壊 ノ ：

長時間飲酒をした結果､カバンや共済組合員証が入った財布を紛失

･同僚らとの長時間飲酒の結果、翌日に無断欠勤、 上司等が本人の安否確認をする

ために多大な事務量を投下

．飲み会の翌日に自動車を運 云し、事故を起こす。酒気帯び状態であったことも発覚

いずれの事件事故も ｢適正飲酒5つのマナー を守らなかった

ために生じたものです〔

｢自分は大丈夫！ 」と考えているそこのあなた！

あなたが一番危ないかもしれません。

その日の体調によって自分の適量も変わります。絶対に他人事とは

思わず､' 「明日は我が身｣と考えましょう。

､

ワ 弗設 h 口 R 玲品も増錘… ………hEp 5

○
１
２
３
４
５

｢適正飲酒5つのマナー」の徹底～みんなを守る合言葉～

お互いに注意喚起し､適量飲酒にとどめよう。

他人への飲酒の強要はやめよう。

会合の時間は、2～3時間以内としよう。

メンバー全員がその日のうちに帰宅できる時刻までに解散しよう。

2次会は自粛しよう。

………一頭 豆や“－字…迅唖……毎……識 善…韓…誇幸ﾆざ詐土二号昌宅ずニュュ . ‐ 串

R2.10.14改訂I
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考査課情報
令和2年9月

第137号

錨

熟

鮮

戎の表然防止鐡酒/ご起因Lだ夢倖夢

蕊議

鐸

の徹底/ごついて

；応=これまで非行の未然防止に向け、'様々な注意喚起をじているところですが､依然として飲酒に
:::: ::::譽:::: :＝: : : : :譽 : 、 、 ． ． , |“ . " “ 11 : ・

起因した事件事故が発生しており､その多くが深酒や長時間飲酒に起因するものであり、最近で

は特に#ﾘ飲み会時における経験の浅い女性職員に対跡織撒燃郷寂漁職員間の1ずうブル(暴か沙
＃

I

･自身の適量を超えた飲酒をした結果、電車内で女性に抱きつき〈現行犯逮捕

長時間飲酒をした結果､カバンや共済組合員証が入った財布を紛失 T

･同僚らとの長時間飲酒の結果、翌日に無断欠勤､上司等が本人の安否確認をする

量を投下ために

自動車を運転し、飲み会 酒気帯び状態であったことも発覚の翌日に 事故を起こす。

卓I飲み会中に泥酔し〈職場の同僚と口論殴る蹴るなどの暴力を､j,るう 貧Ⅲ

職場の飲み会で若い女性職員に卑猩な言動や身体的接触を行う(セクハラ）

いずれの事件事故も｢適正飲酒 5つのマナー｣を守らながうたため'三

隼陸”です｡ ≦N■いいこぎざ≦
飲酒に起因した事件事故が発生した場合、事件等を起こした本

， : ’ : ' , 、

人が懲戒処分等の対象になることはもちろん、 :酩酊してりぃjろ職員

に対して、適切な対応をとって(､なかった場合(｝とぱ;11i告総に飲酒
して‘いた者（同伴者） も責任を問＃w》れる可能性が:あ" |ﾉますので、

鋒 爵
f』灘ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ幸：

§蕊…亨

鯉f§■
： 『 ：

「自分は大丈夫！ 」 と考えているそこのあなた！あなたが÷番危な

いかもしれません。 その日の体調によって自分の適量も変わりま

す。 「明日は我が身」 と考えましよう。

蕊 勤

兎暉 時

;：

○「適正飲酒5つのマナー｣の徹底～みんなを守る合言葉～

1 お互いに注意喚起し、適量飲酒にとどめよう。

鬘2他人への飲酒の強要はやめよう。 ，

3会合の時間は、2～3時間以内としよう。

4メンバー全員がその日のうちに帰宅できる時刻までに解散しよう‘

52次会は自粛しよう。

藩

曜

塘

ｆ

職

峨

噌

騨

畷

邪

曲

Ｆ

曲

⑮

瞬

織

ｆ

品

鼠
聯

鱸

…鐸
. 『 し 榊: : 畢榊群…鈴ﾆ託垣ﾆﾆ盃韮ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ垣ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ 4 F 中 神乱心E輔二総特吋 』 : ､斜F

R2.1 1 .18改訂
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考査課情報
月刊
号
年
犯
２
１
和
第

〈
わ

1胴憾国家溌蒋員倫理屑間面魂'ｹリ
[令和2年度ボスター］

○本年度の標語

れ

"鍾家公務員倫理月間

瀦繍駕縦齢炉憲烹＝一｜
監烹慧嘉黒.!";

I

本年度の標語

最優秀作品『これぐらい』思う気持ちに距離を取れ

優秀作品 倫理とは知識と意識と心がけ

間違いを正す勇気で得る信頼 ‘

○国家公務員倫理月間とは？

［国家公務員倫理月間」 とは､ ゞ職員一人一人に公務員倫理に関する意識を

再確認してもらい、倫理意識の効果的な浸透を図るために設けられた期間です。

公務員倫理を保持し、公務に対する国民の#信頼を確保する：た，めには､町私た

ち壽人÷人が全体の奉仕者としての倫理行動規準を深く心にとどめくり職業生活の

様々な場で自らの判断において行動を律すること"が極めて重要でｻ8i
本年も昨年に引き続き、 12月の1か月間を国家公務員倫理月間として位置

づけ、職員一人一人の倫理意識を高めるための研修等を実施しますので、 こ
の機会に是非、国家公務員倫理法令等の再確認をお願いしまず6ﾐヅ" i」

ａ
唖
隣
ａ
蹄
瞬
秋
口
１
離
乳
騨
関
幻
野
Ｐ
Ｊ

；

：

;

~■歴…晋戦鋲輯な…且唖一b＝＝＝己F■哩至一一面…一一＝…一一一P唾一胃 守■ ■■守吐 寺 ■一口F■蚕■■宇 守＝軒 F ーー一q

○国家公務員倫理法令研修の受講について

令和2事務年度職員研修の実施計画に基づき、全職員を対象とした「国

家公務員倫理法令研修」を実施しますので、期間内にLANトレーニング

システムにより受講してください。
＃
iI

ﾘ；

実施期間：令和2年11月27日 （金）から令和3年1月15日（金）

’ 局ボータルサイト(トップ画面)の｢LANトレーニング｣をクリックし、システムを起動してください

騨申.垣内鐸詳滝琴詣芽卑.:…溌弓¥ず蒋靜 ‘T 肉齢附 踊T堀評蒋.･認凹曲悪夢輔F謝吋 :恥r 零､ 何ﾏ 魚賎ﾆﾆ士二全卦ﾆﾆﾆ淫配ﾆﾆﾆ ﾆﾆﾆﾆ咄里ﾆﾆｮ ﾆ理rVR▽,▽,▽' 品,枠

次のページに○×問題を掲載したので、

あなたの倫理法・倫理規程の理解度をチェックしてみましょう！

大分類

中分類

保存年限等

通（法令・通

情報jm信類
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問 題No

本科同班で、現在、利害閨係者となっているOB税理士から旅行に誘われた。この者が税務職
員であったときから本科同班メンバーで数年に一度旅行に行く仲であり、私的な関係に当たるた
め、今回一緒に旅行に行っても倫理規程上の問題はない。

1

たとえ利害関係者に該当しないとしても、職務上関係のある事業者から何度も食事をごちそう
になることは、倫理規程上問題がある。

2

ザ

自分が異動した場合、異動前に利害関係者であった事業者等は、後任の職員にとって利害関係
者である限り、異動後3年間は自分にとっての利害関係者とみなされるが、自分がその3年間の
うちに更に他の部署に異動したとしても、当該事業者等は利害関係者とみなされる。

3

調査法人から無利子又は著しく低い利率で金銭の貸付を受けることは禁じられているが、通常

一般の利子を支払うのであれば、調査法人から金銭の貸付を受けることは認められる。
、l
ロ■■

し

利害関係者である関係民間団体等から創立30周年の記念パーティ （立食）に招待されたが、そ

の日の都合が合わなかったので、代わりにお世話になっている隣の部門の先輩を招待するように
お願いした。このような行為は倫理規程の禁止行為には該当しない。

5

私的な関係がある利害閨係者との間においては、禁止行為に該当する行為を行うことが認めら

れる場合があるが、この「私的な関係」とは､親族関係や学生時代の友人など職員となる前から
の関係をいうのであって、職員となった後に地域活動を通じて知り合った者との関係はこれには
含まれない。

6

利害関係者とのゴルフについて、プレー代や賞品代などを割り勘にし、利害関係者と同じ組で
プレーしないようにすれば、同じコンペでゴルフをすることも認められる。

7

公務上の必要性から調査法人の担当者と共に出張することは認められる。8

利害関係者から、異動の際などに、霞別として簡素な飲食物を御馳走してもらうことや安価な
お礼の品物を受け取ることは、通常の儀礼の範囲内なので問題ない。

9

出張により2日間にわたる調査を行う予定であるが、調査対象企業の周辺には宿泊施設がない

ことから、やむを得ず当該企業の保養所に宿泊させてもらった。当該保養所は一般の来客があっ
た場合､ 1泊3,000円で宿泊させているが､企業の配盧により無償で宿泊したとしても､やむを得
ず宿泊したものであり問題ない。 、

10

職員が出張中、 未ll害関係者から一方的にお歳暮が贈られ、家族の者が利害関係者からの贈り物
と知らずに受領した場合、職員がその事実を知った後、速やかに当該物品を返送すれば、倫理規
程の禁止行為には当たらないと解されている。

11



､

問 題No

学生時代からの友人が所属する企業が利害関係者に該当することとなった場合、いくら親しい
友人であっても共に旅行することは絶対にできない。 ，

12

利害閨係者ではない企業の社員から定期的に食事に誘われ、業務において有益な意見交換がで
きることから毎回参加しているが、会計の際、自分の飲食費を払おうとしても必ず断られてしま

うので、結果的に毎回自分の飲食費を負担していない。
このようなことは極力控えた方が望ましいが、利害関係者ではないので4倫理規程違反となる
ことはない。

13

OBも含め、局署の職員で結成しているサークル活動において、 1泊の合宿を行うこととなっ
た。この合宿の移動に際し、昨年度退職した職員で現在は利害関係のある企業に再就職している
OBから「自宅が近所だから昨年度と同様、合宿地までの行きとその帰りは一緒に行こう」と誘

われた。この○Bと合宿地まで一緒に行き、一泊し、合宿先からの帰路を共にすることは、倫理
規程上の禁止行為に該当する。

14

I

上司から誘われ、かつての同僚であり現在利害関係者となっているOB2名と酒食を共にし
た。会計の総額は1万6千円であったが、上司が利害関係者の分もとりまとめて支払った。利害
閨係者は各々4千円を上司に支払った。自分は上司から2千円でよいと言われたが、 この場合、
「害llり勘」になっていないため、上司に2千円のみ支払うことは倫理規程に抵触する。

15

職場の忘年会を、自分の高校時代の友人が経営するお店で開催した。店の経営者である友人が
「差し入れ」として、世間には余り流通していない珍しいお酒を数種類、計5本、無料で振る
舞ってくれた。この場合、友人は利害関係者ではないため、 この差し入れを無償で受けたとして

も倫理規程上何ら問題となることはない。

16

毎年、伯父の家に親戚一同が勢揃いして正月を祝っていたが、公務員に採用された結果、伯父
が利害関係者に該当することになってしまったので、今後は伯父の家に宿泊することもおせち料

理を振る舞ってもらうこともできない。

17

､ L

国家公務員倫理法は、度重なる国家公務員の不祥事がきっかけとなって制定されたもので、職

員が職務の執行の公正さを確保することは当然のこととして、職務の執行の公正さに対する国民

の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ること等を目的としている。

18

利害関係者から未公開株式を譲り受けることは禁止されているが、 これは無償の場合だけでは

なく、適当な金額を支払った場合も含まれる｡
19

在職中から年に数回の割合で麻雀をしていた職場の先輩であっても、退職後に利害関係者に該

当する場合には、それまでと同様に麻雀をすることは倫理規程上認められない。
20
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倫理規程では、 「私的な関係」がある利害関係者との間においては、例外的に倫理規程上の
禁止行為を行うことができることとされています。 しかし、 「私的な関係」 とは、 「職員とし
ての身分にかかわらない関係｣．をいい、職場での上司や同僚との関係、職務上の相手方との閨
係、職務として参加した研修仲間、職場のOBとの関係などは該当しません。 ‘
また、昔からの友人など、 「私的な関係」があったとしても、禁止行為を行うことができる

のは､国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限られています。

なお、東京局のルールとして、 OB税理士が一人でも出席する私的会合への出席は自粛となっ
ています。

1 ×

相手が利害関係者でばない事業者等であっても、供応接待を繰り返し受けたり、高額の贈与

を受けるなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは禁止され

ています。 これは、相手方が職員から何らかの見返りを受けることを期待してそのような行為

を行っていることが疑われ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがある

ためです。

○2

異動前のポストで利害関係者だった者は､異動後3年間は、後任の職員にとって利害関係者

である限り、引き続き利害関係者とみなされます。これは、異動した後であっても、後任の職

員に影響力を行使することによって職務の公正さを歪めるのではないか、また、異動後間もな

い時期に、異動前のポストで利害関係者であった者から供応接待や贈答品を受領することは、

異動前のポストにおける職務の執行の公正さを歪めていたのではないかとの疑惑や不信を招く

ことを考慮した規程です。

○3

利害関係者から金銭の貸付を受けることは、通常一般の利子を払うとしても認められませ

ん。

ただし、銀行等の金融機関が利害関係者に該当す~る場合については、一顧客として通常の利
子を払う場合に限り、金銭の貸付を受けることが認められます。

4 ×

が利害関係者に働きかけ、職員本人ではなく第三者に倫理規程に定める禁止行為をさせ

な行為は禁止されています。これについては、その反倫理性の強さから、広く一般に配

る宣伝用物品や記念品の贈与、多数の者が出席する立食パーティー等での飲食の提供な

員本人であれば認められる．ような行為であっても禁止されています。

職員

るよう

布され

ど､職

5 ×

「私的な関係」とは、職務としての身分にかかわらない関係と定義されており、親族閨係や

学生時代の友人など職員となる前からの関係がある者のほか、職員となった後に地域活動を通
じて知り合った者なども私的な関係に該当します。

一方、職場の上司や同僚との関係、職務上のカウンターパートなどの関係は､'私的な関係に

は該当しません。

5 ×

利害閨係者と共にゴルフをすることは、たとえ自己の費用を負担した場合であっても認めら
れません。

ただし、 自分が会員になっているゴルフ場が主催する月例ゴルフコンペに参加しようとした

ところ、参加者の中にたまたま利害関係者が含まれているような場合は、倫理規程の禁止行為
には該当しないとされています。

7 ×

利害閨係者と共に旅行することは禁止されていますが､公務のための旅行はその対象から除
かれています。 したがって、出張命令が出されていて、利害関係者の同行が公務に必要である
場合にはく利害閨係者と共に出張することは認められます。

○8

」

利害関係者から酒食等のもてなしを受けることは、昼食などの安価なものであっても認めら
れません。

また、利害閨係者から金銭や物品などを受け取ることは、饒別や祝儀などの名目を問わず、
認められません。

9 ×

利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けることは禁止されて
います。

本件については、当該企業の社員以外には有償で開放されている保養所に宿泊することか
ら、宿泊料を支払わずに保養所に宿泊した場合､‘正当な理由なくサービスを受けたこととな

り、倫理規程上の禁止行為に該当します。

10 ×



答 解説No

利害関係者から物品の贈与を受けることは禁止されています。

ただし、職員が不在中に、家族が一方的に利害関係者から送られてきた贈答品を受け取ると

いうことは、現実的に想定されうる事態であり、 このような場合は、職員が利害閨係者からの

贈与であることを認識した後に速やかに、当該物品を返送すれば、倫理規程の禁止行為には当
たらないこととして取り扱っています。なお、 このような状況が発生した場合、上司等に当該

事実を報告した上、総務課等を通じて確実に返還するようにしてください。

○11

親族関係や学生時代の友人など、職員となる前からの閨係がある者、職員となった後に地域

活動を通じて知り合った者などは、職員としての身分にかかわらない「私的な関係」に該当

し、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限

り、例外的に禁止行為を行うことができることとされています。

なお、職場の上司や同僚との閨係、職務上のカウンターパートなどの関係は、職務を通じて

知り合ったものであり、 「私的な関係」には該当しません。

12 ×

利害関係者に該当しない事業者等からであっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等

社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待等を受けることは、禁止されています。
13 ×

職員が利害関係者と共に旅行をすることは、倫理規程上の禁止行為に該当します。

本問については、職員と利害関係者のOBが合宿先まで同行し、現地で共に一泊し、合宿先

からの帰路も同行することとなることから、 「共に旅行」をすることに該当します。

○14

自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食することはできますが、きちんと割り勘になっ

ていなかった場合など、自己費用負担額が不十分だった場合には、実際の金額との差額分の供

応接待を受けたこととなり、倫理規程の禁止行為に該当します。

本問で、上司と自己の負担額を合計した額(6千円十2千円）を頭数の2で割った額（4千

円）が利害関係者の負担分（4千円）と同額であり、きちんと割り勘になっているといえま

す。本問については、利害関係者と共に飲食をした場合であっても、利害関係者との間での費

用負担が適切であることから、職員同士で費用を傾斜配分をすることには問題ありません。

15 ×

利害関係者に該当しない事業者等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて供

応接待又は財産上の利益の供与を受けることはできません。

本問の場合、高校時代からの付き合いがある友人であっても、その友人が事業を行う 「事業

者」に当たることから、その友人から無償で提供された酒類の金額、提供頻度等によっては、

社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与に当たる場合があ
ります。

16 ×

利害関係者から供応接待を受けることは禁止されていますが、伯父とは親族閨係という私的

な関係（職員の身分にかかわらない関係）があり、 これまでどおり正月に伯父の家に宿泊し、

おせち料理の振る舞いを受けたとしても、国民の疑惑や不信を招くおそれはないと考えられる
ことから、認められます。

17 ×

国家公務員倫理法は、 1990年代半ばに公務員の不祥事が続発し、事務次官等申合せに基づ

き、 言|| |令レベルで公務員倫理規程が作られたにもかかわらず、 さらに不祥事が発生したため、

行政内部の自浄作用には任せておけないということになり、議員立法で制定されました。
その目的は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、
もって公務員に対~する国民の信頼を確保することであり、すなわち、 「公正さ」は当然のこと
として、 「公正らしさ」を求めています。

○18

Tll害関係者からの未公開株の譲り受けは、無償の場合に限らず、有償の場合であっても禁止
されています。

未公開株は、一般の者には入手困難であり、通常値上がりが期待されるものであるため、た

とえ適当な金額を支払っていたとしても、職務の執行の公正さに対する疑惑や不信を招くおそ
れがあることから、禁止されています。

○19

利害関係者と共に遊技（麻雀、ポーカー）をすることは禁止されています。また、職場の先
輩は「私的な閨係」には該当しませんので、職場の先輩が再就職によって利害関係者に該当す
るようになった場合には、一緒に麻雀をすることはできません。

○20
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毎螺縦 ケース
－－………勇二驚罵患…二

けて

日々証票亡失の未然防止に努めていただいておりますが、今事務年度も証

票の亡失事例が発生しています。 ！

証票を紛失した場合には､‘庁舎内、出張経路も自宅等の捜索に膨大な時間をか

けることに加え､万一悪用された場合には､税務行政に対する国民の信頼を著しく

員なうこととなります。
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実際の官報掲載
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証票が発見されない場合i三

証票無効の官報公告を行うほ
簿

処分の対象にもなりま
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亡失事例の大半は､証票ケ箒スのひもを衣服につけず、

鞄や胸ポケットに入れ､亡失しています｡§
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､;､落とさなし 心です！

今年も確認調査の時期になりました1
今回の証票確認調査では､証票ケースの確認を実施します ’

竜、

証票の確認調査方法の見直しを行いました。

･証票ケースの破 状況も確認します！帯用ひもの取付
＝

･証票裏面への確認事績の記載を不要と 1羊Iナニー 1
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